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福津市第 11 期高齢者福祉計画・第 10 期介護保険事業計画策定支援業務に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

福津市第 11 期高齢者福祉計画・第 10 期介護保険事業計画策定支援業務の内容並びに同業

務に係る公募型プロポーザルの各種手続、要件及び審査等の内容については、次のとおりと

する。  

  

第１ 目的  

  本業務は、第 11期高齢者福祉計画・第 10 期介護保険事業計画の策定に向け、介護予防・

日常生活圏域ニーズ調査を実施し、地域の高齢者の生活実態や支援ニーズを把握することを

目的とする。併せて、次期計画において、認知症基本計画を抱合することから、当事者や地

域の意見を適切に反映できる体制を整える為の準備を行うことを目的とする。 

  

第２ 業務概要  

（１）業務名   福津市第 11期高齢者福祉計画・第 10期介護保険事業計画策定支援業務 

（２）業務内容 別紙「福津市第 11 期高齢者福祉計画・第 10 期介護保険事業計画策定支

援業務仕様書」のとおり 

（３）履行期間  契約締結日翌日 から  令和９年３月３１日まで  

（４）履行場所 福津市役所及び受注者住所内 

 

第３ 委託上限額  

  この業務にかかる上限額は 

５，５１６，５００円（消費税及び地方消費税の額を含む） 

 と予定していることから、業務委託料の積算にあっては、その範囲内とすること。 

 

第４ 契約担当部署  

〒８１１－３２９３ 福津市中央１丁目１番１号 

   福津市健康福祉部高齢者サービス課高齢者福祉係 担当 野中、重光 

  Tel ０９４０－４３－８２９８  Fax ０９４０－３４－３８８１ 

  e-mail koreisha@city.fukutsu.lg.jp 

 

第５ 参加資格要件  

公募型プロポーザルに参加を希望する者（以下「参加希望者」という。）は、次の要件をす

べて満たしていること。 

 

mailto:koreisha@city.fukutsu.lg.jp
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（１）介護保険法及び認知症基本法の趣旨を理解し、専門的な知識や技術を用いた効果的

な業務を令和元年度以降に実施した実績があること。尚、該当実績には、次の内容

のいずれかを含むこと。 

ア 社会調査（調査設計、調査作成、分析等） 

イ 行政が作成するロジックモデルを活用した計画策定に係る支援または、助言 

ウ 地域福祉、介護予防、認知症施策等に関するヒアリング調査・分析または支

援業務 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申

立てがなされている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法に

あっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと等、経営状態が著

しく不健全である者でないこと。 

（４）法人税（国税、県税、市税）の滞納がないこと。 

（５）参加申込書の提出期限から受注予定者の選定までのいずれの日においても、福津市

指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けていない者であること。ただし、福津

市一般（競争）入札参加資格審査登録名簿に登載されていない場合は、福岡県内の

公共機関から指名停止措置を受けていないものであること。 

（６）法人及びその役員が「福津市暴力団等追放推進条例」に規定する暴力団、暴力団

員、暴力団員等又は、暴力団経営支配法人等でないこと。 

 

第６ 参加表明手続  

１ 参加表明書の提出  

参加希望者は、次のとおり参加表明書及び資料（以下「参加表明書等」いう。）を、提出し

なければならない。 

なお、期日までに参加表明書等を提出しない者又は参加資格要件に該当しないと認められ

た者は、このプロポーザルに参加することができない。  

 

（１）提出書類  

ア 全参加希望者共通 

① 参加表明書（様式第 1号） 

② 会社概要（パンフレット等あれば添付） 

③ 類似事業実績一覧（様式第２号）  

④ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書）（直近２年分）（任意様式） 

⑤ 業務実施体制調書（様式第３号） 
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イ 令和６・７年度福津市一般（指名）競争入札参加資格審査登録名簿に登録していな

い参加希望者については、（ア）の提出書類に次の書類を併せて提出すること。 

① 誓約書（様式第４号） 

② 役員等名簿 

※下記の内容を含む任意様式 

→役職、氏名、氏名フリガナ、性別、生年月日、住所（市区町村名まで） 

③ 履歴事項全部証明書（登記簿謄本） ※３ヶ月以内に発行のもの【写し可】 

④ 国税、県税、市税の滞納のない証明書（納税証明書等） 

※３ヶ月以内に発行のもの【写し可】 

（２）提出期間 令和７年１２月２４日（水）正午（郵送の場合は、必着） 

（３）提出場所 第４に同じ 

（４）提出方法 持参もしくは一般書留郵便（または、簡易書留郵便）によること。（電子

メール又はファクシミリによるものは受け付けない。） 

（５）提出書類作成時の留意事項  

書類はＡ４版とする。また、提出した資料は返却しないものとし、提出した資料の差

し替えや再提出は認めないものとする。但し、本市が認めた場合はこの限りではない。 

 

２ 参加資格の確認等  

（１）参加資格要件の確認及び企画提案書提出要請  

第５に定める参加資格要件に該当するか確認を行い、参加資格を有するものには令和８

年１月６日（火）までに確認結果通知書を参加表明書に記載されたメールアドレス宛に通

知する。併せて、企画提案書の提出を要請する。電子メールを受け取った事業者は、通知

などを受領した旨を返信すること。 なお、参加資格を有しないと認めた者にあっては、

その旨電子メールにて通知する。 

（２）参加資格を有しないと認めた者は、その理由について、次のとおり書面（様式は任 

意）により市長に対し説明を求めることができる。  

ア 提出期間 （１）の通知があった日から７日(土日祝日を除く)以内の午前９時～ 

午後４時まで 

イ 提出場所 第４に同じ 

ウ 提出方法 持参もしくは郵送によること。（電子メール又はファクシミリによるも

のは受け付けない。） 

（３）市長は、（２）の説明を求められたときは、各通知があった日から土日祝日を除く２日

以内までに説明を求めた者に対し理由説明書を通知する。  
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第７ 企画提案書作成要領  

企画提案書の提出を要請された者（以下「企画提案者」という。）は、次に定めるところに

より企画提案書を作成し、提出するものとする。  

１ 提案内容  

企画提案は、次の事項について提案すること。 

記載事項 内容に関する留意事項 

事業者に関する項目 

・貴社が過去に取り組んだ同種関連業務の実績について 

ただし、記載する業務は令和元年度以降に受託した業務に限る 

同種関連業務については、下記に記したもの 

 社会調査 介護予防 認知症施策 ロジックモデル支援 

・業務の実施体制や人員体制について 

業務の理解度 
・本市が求める業務（ニーズ調査、新しい認知症観に即した認知症基本計画

に係る部分の準備、ロジックモデル支援等）について理解していること。 

業務に対する取り組み 
・市職員との協働体制、助言の在り方、コミュニケーション方法等を記載す

ること。 

業務運営に関する内容 

・提案内容は具体性及び実現の可能性を有しているか 

・業務全体のスケジュールについて 

 想定されるニーズ調査の実施スケジュール及び、認知症基本計画部の準備

スケジュールを記載すること。なお、全体の福津市第 11 期高齢者福祉計

画・第 10期介護保険事業計画スケジュールについては、仕様書を参考にす

ること。 

・下記の業務遂行方法について具体的に記載すること 

＜調査実施＞ 

 調査設計、回収方法など 

＜ワークショップ・ヒアリングの運営方法＞ 

 実施体制、対象者設定、進行方法、記録手法など 

＜分析手法＞ 

 定量・定性分析の方法、根拠となる考え方を具体的に 

＜報告書作成＞ 

 構成、ロジックモデルとの関連付けなどを明確にすること 

・スケジュールや進行管理、リスク管理（回収率や参加者確保等）について 

その他追加提案等 ・特色ある内容が盛り込まれているか 

安全(危機)管理体制に

ついて 

・個人情報の取り扱い方法、情報管理体制、漏洩防止策、スタッフの教育を

明確に記載すること 社内規定等がある場合は併せて記載すること 

見積書 
・本業務に係る見積書を提出すること 

様式はＡ４判とし、任意様式とする 
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２ 企画提案書の体裁  

企画提案の提出は、企画提案書（様式第５号）に次の書類を添付して行うこと。  

① 企画提案書の詳細資料（任意様式）  

② 業務に係る事業費積算内訳（任意様式）  

③ その他必要な書類（任意様式）  

 

３ 提出書類の体裁 

（１）応募書類は、原則としてＡ４判で作成し両面印刷、左綴じとすること。 

（２）提出書類は、Ａ４ファイル（ポケットファイル不可）に調製すること。 

（３）企画提案書添付資料には、事業者名称等、提案者の特定につながる情報は記載しな

いこと。 

（４）ファイルには表紙、背表紙を付けること。 

（５）全体の目次を付けて、応募書類ごとに仕切紙（白紙の表紙）を付け、各仕切にイン

デックスを付けること（インデックスには番号のみでなく、「企画提案書」の項目名

まで記載）。 

書類の体裁は、次のように整えてください。 
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４ 提出方法等  

（１）提出期限 令和８年１月２０日（火） 正午まで（郵送の場合は、必着） 

（２）提出場所 第４に同じ。  

（３）提出方法 持参もしくは一般書留郵便（または、簡易書留郵便）によること。（電子メ

ール又はファクシミリによるものは受け付けない。）  

（４）提出部数 ９部（正本１部、副本８部（コピー可））  

（５）留意事項 提出した資料は返却しないものとし、提出した資料の差し替えや再提出 

は認めないものとする。但し、本市が認めた場合はこの限りではない。 

参加表明書又は企画提案書の提出後にプロポーザル参加を辞退する場合

は、ヒアリング当日までに「辞退届」（様式第７号）を提出すること。な

お、辞退した場合でも他の案件での入札には一切影響はない。 

 

５ 企画提案書等の著作権等の取扱い  

（１）企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとする 

（２）市は、プロポーザル方式の手続及びこれに係る事務処理において必要があるとき

は、提出された企画提案書等の全部又は一部の複製等をすることができるものとす

る。  

（３）市は、企画提案者から提出された企画提案書等について、本プロポーザル以外には

提案者に無断で使用しない。ただし、受注者との契約締結後には、福津市情報公開

条例（平成１７年福津市条例第９号）の規定による請求に基づき、第三者に開示す

ることができるものとする。  

 

 第８ 質疑応答等  

（１）参加表明書及び企画提案書の作成について質問がある場合においては、次のとおり質

疑事項書により提出すること。  

ア 提出書類 質疑事項書（様式第６号）  

イ 提出期限 

参加表明書等について：令和７年１２月１７日（水）正午 

企画提案書等について：令和８年１月１４日（水）正午 

ウ 提出場所 第４に同じ。  

エ  提出方法 電話連絡の上、ファクシミリまたはメールにより提出すること。  

（２）（１）の質疑事項に対する回答は、質問者及び回答日において参加表明書を提出してい

る者全てに対し、メールで回答する。また、本市ホームページにも掲載する。 

 

第９ 失格事項  

次のいずれかに該当した者は、その者を失格とする。  

ア 参加資格要件を満たしていない場合  

イ 提出書類に虚偽の記載があった場合  
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ウ 実施要領等で示された、提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等

の条件に適合しない書類の提出があった場合  

エ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合  

  

第１０ 企画提案の審査方法及び評価基準  

１ 審査会の設置及びヒアリング等の実施  

提出書類及びヒアリングにより福津市第 11期高齢者福祉計画・第 10期介護保険事業計

画策定支援業務に係る公募型プロポーザル審査会（以下「審査会」という。）が、別紙評

価基準に基づいた応募者の審査を行い、業務委託に適すると認められた法人を選定する。

なお、応募が１者であった場合もプレゼンテーションを実施する。 

（１）実施方法  

ア １者ずつの呼び込み方式とし、１者の持ち時間は説明１５分（準備時間含む）、質疑

１０分の計２５分とする。  

イ 企画提案追加資料の配付は禁止するが、提出された企画提案書と同一の図案や写真

を用いた説明用パネル等の使用は可能とする。ただし、プロジェクターの利用は禁

止する。 

ウ プレゼンテーション等の説明者は、補助者を含めて３名までとする。 

エ 提案者の特定につながる行為や発言は行わないこと。  

オ 欠席をした場合は、企画提案書の審査、評価及び特定から除外する。  

（２）実施日時及び場所  

「第６ 参加表明手続き ２参加資格の確認等」で示した、企画提案書提出要請時に併せ

て通知する。 

 

２ 評価基準の概要 

審査会の委員は、別紙の評価基準に基づき企画提案書及びプレゼンテーションを審査す

る。  

 

３ 受注候補者の特定  

審査会において、２の審査及び評価により、共通評価点及び各委員の個別評価点の合計

を加算し順位をつけ、最も評価点の高い者を選考委員会の合意の上、受注候補者として特

定する。この各委員の個別評価点については、審査項目ごとに最高点及び最低点をつけた

委員の点数を除くものとする。ただし、同一の審査項目において最高点又は最低点をつけ

た委員が複数となったときは、それぞれいずれか１名の委員の点数を除くものとする。な

お、評価点の合計が同点となる者が２者以上あるときは、審査会の合議により順位を決定

するものとするほか、評価点の合計が満点の６割に満たない場合は、受注候補者として選

定しないものとする。 

企画提案者が１者のみの場合においても、 評価点の合計が満点の６割に満たない場合

は、受注候補者として選定しないものとする。 
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４ 審査結果の通知  

（１）受注候補者を特定したときは、速やかに企画提案者全者に対し、次の事項を通知する

ものとする。  

ア 受注候補者 

イ 評価点数  

ウ 受注候補者にあっては、今後の契約手続の旨  

エ 受注候補者とならなかった者にあっては、その理由及び所定の期限までに理由につ

いて説明を求めることができる旨  

（２）受注候補者とならなかった者は、その理由について、次のとおり書面（様式は任意）

により市長に対し説明を求めることができる。  

ア 提出期間  （１）の通知があった日から７日(土日祝日を除く)以内の午前９時～

午後４時まで  

イ 提出場所 第４に同じ  

ウ 提出方法 持参もしくは郵送によること。（電子メール又はファクシミリによるもの

は受け付けない。）  

（３）市長は、（２）の説明を求められたときは、（２）の提出があった日から２週間以内に

説明を求めた者に対し理由説明書を通知する。  

 

５ 審査結果の公表  

受注候補者を特定したときは、次の事項を公表するものとする。  

ア 受注候補者  

イ 評価点数  

ウ 受注候補者の特定理由  

エ 審査の経過及び審査員  

 

第１１ 契約に関する基本事項   

１ 契約の締結  

受注候補者と当該業務について協議を行い、内容について合意の上、当該業務仕様書を

作成するものとし、その仕様書に基づく見積書を徴収し、その金額が予定価格の範囲内で

あった場合には、随意契約の方法により契約を締結する。  

２ 契約保証金  

要する。ただし、福津市財務規則第１３９条の規定に該当する場合は免除する。  

３ 契約書作成の要否  

要する。  

４ 支払条件  

業務完了後、後払いとする。 
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第１２ その他  

１ 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。  

２ 応募に関して必要な一切の費用は応募者の負担とする。  

３ 参加者は、参加表明書の提出をもって、この募集要領の記載内容に同意したものとす

る。  

４ 提出された書類は、提出した者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。 

５ 受注候補者に特定された者であっても、契約締結までの間に、第５参加資格要件に掲げ

る要件を満たさなくなった場合は、当該候補者とは契約を締結しない。 

  

 第１３ スケジュール 

本プロポーザルの実施スケジュールは、次表のとおりである。 

参加表明書受付 
公募の日から令和７年１２月２４日（水）正午

まで(郵送の場合は、必着） 

参加者資格の審査結果通知 令和８年１月６日（火） 

企画提案書提出期間 
令和８年１月２０日（火）正午まで（郵送の場

合は、必着） 

プレゼンテーション及びヒアリング 
令和８年１月２９日（木）（詳細な時間等は、企

画提案書提出要請と併せて通知）予定 

受注候補者の決定、選定結果通知 令和８年２月４日（水）予定 

業務委託契約締結 令和８年２月１６日（月）予定 

運営開始 契約締結日翌日 
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別紙 

評価基準 （福津市第 11期高齢者福祉計画・第 10期介護保険事業計画策定支援業務） 

   

評価基準 （福津市第11期高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画策定支援業務）

 (1)　事業者に関する項目 10/80 ― 10/100

① 同種関連業務の実績があるか 　　　点 1.0 　　　点

② 経営状況は安定しているか 　　　点 1.0 　　　点

 (2)　業務推進体制に関する項目 10/80 ― 15/100

③
業務の実施体制や人員体制は、業務を行うために十分な
ものか

　　　点 1.0 　　　点

④ 業務責任者の経験は十分か 　　　点 2.0 　　　点

 (3)　見積価格に関する項目 5/80 ― 5/100

⑤ 見積額に関して(※1) 　　　点 1.0 　　　点

15/80 ― 15/100

⑥ 国の動向や指針等を踏まえた提案になっているか 　　　点 1.0 　　　点

⑦
新しい認知症観を基に当事者・関係者の意見反映の意義
を適切に把握しているか。

　　　点 1.0 　　　点

⑧ ロジックモデル支援の意義を適切に把握しているか 　　　点 1.0 　　　点

5/80 ― 5/100

⑨ 業務に対する取り組みや姿勢が適切で意欲があるか 　　　点 1.0 　　　点

 (6)　業務運営に関する内容の妥当性 25/80 ― 35/100

⑩
提案内容は具体性及び実現の可能性を有しているか
（スケジュール管理等含む）

　　　点 1.0 　　　点

⑪ 提案内容は事業目的を達成するのに適正か 　　　点 1.0 　　　点

⑫
調査票の回収率向上に向けた工夫が適切に記されている
か

　　　点 1.0 　　　点

⑬
認知症当事者や関係者の意見を引き出すため、質問設
計・場の設計・進行方法・記録方法等に配慮した運営手
法が示されているか

　　　点 2.0 　　　点

⑭
収集したデータを適切に分析し、計画策定に活用できる
形で整理した報告書を作成できるか。

　　　点 2.0 　　　点

 (7)　その他追加提案等 5/80 ― 5/100

⑮ 効果向上につながる創意工夫が認められるか 　　　点 1.0 　　　点

 (8)　業務推進体制安全(危機)管理体制の整備 5/80 ― 10/100

⑯
個人情報の管理体制が明確で、安全性・信頼性が確保さ
れているか。

　　　点 2.0 　　　点

　　/100

※1　価格評価は、５点×(全提案中最低見積額/見積額)で得られた結果の小数点以下を切り捨て整数とする。
　　 １者のみによる審査となった場合は、見積もり価格の評価は行わないこととする。
※2　個別評価項目(4)～(8)は提案内容の妥当性・独自性・具体性・実現可能性を鑑みて評価する。

加算率
評価点

（加算後）
極めて

良好

5

良好

4

普通

3

やや

不十分

2

不十分

1

合計

個
別
評
価

 (4)　業務の理解度

審査項目
評価点

（基礎）

評価及び評価基準

 (5)　業務に対する取り組み

共
通
評
価
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【様式第１号】 

  

参加表明書 
  

年    月    日  

福津市長 福井 崇郎 様 

  

    （提出者）      

住   所      

商号又は名称     

代表者氏名              ㊞ 

 （担当者）       

氏 名     

部署・職名      

電 話     

Ｆ Ａ Ｘ     

Ｅ メ ー ル      

     

業務名  福津市第 11期高齢者福祉計画・第 10期介護保険事業計画策定支援業務 

 

標記業務に係る公募型プロポーザルについて参加したいので、添付の書類を添えて申込みま

す。  

なお、すべての参加資格要件を満たしていること、及び参加表明に必要な添付書類の記載事

項は事実と相違ないことを誓約します。  

  

 

  

 

 

 

 

福津市受付印  
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【様式第２号】 

  年  月  日 

 

類似事業実績一覧 
 

住   所      

商号又は名称     

代表者氏名              ㊞ 

年度 ※業務の種類 実施期間 発注市町 
業務名称 

備考 
業務内容 

    

 

 
 

    

 

 
 

    

 

 
 

    

 

 
 

    

 

 
 

※業務の種類には、「・社会調査 ・介護予防 ・認知症施策 ・ロジックモデル支援」

の中から記載してください。（複数選択可） 

※ 欄が不足する場合は、コピーしてご記入ください。 
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【様式第３号】  

業務実施体制調書 

＜配置予定の責任者＞ 

氏  名  所属・役職  

本事業の担当業務※  実務年数  

資格・専門分野  

主
な
類
似
業
務
の 

経
歴 

※
不
足
す
る
場
合
は
、
追
加
し
て

く
だ
さ
い 

年度 業務名 
※業務の種類 

・社会調査 ・介護予防 ・認知症施策  

・ロジックモデル支援 等 

発注者 

    

    

    

特記事項  

 

＜配置予定の担当者＞ 

氏  名  所属・役職  

本事業の担当業務※  実務年数  

資格・専門分野  

主
な
経
歴 

年度 業務名 ※業務の種類 発注者 

    

    

    

特記事項  
 

氏  名  所属・役職  

本事業の担当業務※  実務年数  

資格・専門分野  

主
な
経
歴 

年度 業務名 ※業務の種類 発注者 

    

    

    

特記事項  

不足する場合はコピーして使用してください。 ※担当業務には、調査・分析担当、ヒア

リング・ワークショップ担当、計画策定支援担当等、具体的に記載してください。 
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【様式第４号】 

誓 約 書 
                                年  月  日 

福津市長 福井 崇郎 様 

 

 

住   所       

商号又は名称      

代表者氏名              実印 

 

 

私は、福津市が福津市暴力団等追放推進条例に基づき、公共工事等により暴力団を利す

ることとならないように、暴力団員はもとより、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を

有する者を入札、契約から排除していることを認識したうえで、別紙の記載事項について

説明を受け、これを了解し、下記事項について、誓約いたします。 

 なお、これらの事項に反する場合、契約の解除、貴市が行う一切の措置について異議の

申し立てを行いません。 

 

記 

 

１．工事請負契約書第４８条の３（以下「暴力団排除条項」という。）第１項各号のいず

れにも該当しません。 

２. 暴力団排除条項第１項第１号又は第２号に該当する事由の有無の確認のため、役員

名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。 

３．福津市指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けている者及び暴力団排除

条項第 1項各号に該当する者を下請け人（一次及び二次下請以降すべての下請け人を

含む。以下同じ。）としません。 

４．暴力団排除条項第 1項各号に該当する者を下請け人としていて、福津市から当該下

請契約の解除（当該下請契約の当時者でない場合は、当事者に対して解除を求めるこ

とを含む。以下「解除等」という。）を求められた場合は、解除等の求めに従います。 

※上記１の暴力団排除条項第１項各号の解釈については、別紙にてご確認ください。 
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暴力団排除条項第１項各号の解釈について 

暴力団排除条項第 1項第 3号及び第 4号関係 

構成員等である事実を知らずに、構成員等を雇用している場合又は暴力的組織若し

くは構成員等である事実を知らずに、その者と下請契約若しくは資材、原材料の購

入契約を締結した場合であっても、当該事実の判明後速やかに、解雇に係る手続や

契約の解除など適切な是正措置を行わないときは、当該事実を知りながら行ってい

るものとみなす。 

暴力団排除条項第 1項第 8号関係 

「密接な交際」とは、例えば友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等

を共にするなどの交遊をしていることである。 

「社会的に非難される関係」とは、例えば構成員等を自らが主催するパーティその

他の会合に招待するような関係又は構成員等が主催するパーティその他の会合に出

席するような関係である。 

<工事請負契約書抜粋（暴力団排除条項）> 

第 48 条の 3 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者(受注者が共同企業体であ

るときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれか

に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受

注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 

 (1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴

力的組織」という。)であるとき。 

 (2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員

又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、

暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)と

なっているとき。 

 (3) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。 

 (4) 第 1 号又は第 2号に該当するものであることを知りながら、その者と下請契約又は

資材、原材料の購入契約等を締結したとき。 

 (5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的

をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 

 (6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 

 (7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益

を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成

員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便

宜を供与したとき。 

 (8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に

非難される関係を有しているとき。  

2 発注者は、第 7条の 2第 2項の規定により解除等を求めた場合において、受注者が正当

な理由がなく発注者からの当該解除等の求めに従わなかったときは、この契約を解

除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発

注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。  
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【様式第５号】  

年   月   日  

企画提案書 

 

福津市長 福井 崇郎 様  

  

提 出 者     

住   所      

商号又は名称     

代表者氏名              ㊞ 

                    

    

  

 

業務名   福津市第 11 期高齢者福祉計画・第 10期介護保険事業計画策定支援業務                                  

   

標記業務について、次の書類を添えて申込みます。  

なお、添付書類の記載事項は事実と相違ないことを誓約します。  

  

添付書類  

① 企画提案書別紙   

② 業務に係る事業費積算内訳 

③ その他必要な書類  

  

  

提出担当者役職・氏名     

連 絡 先     TEL        

FAX              

e-mail     

      ・連絡先は間違いのないよう記入してください。 
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【様式第６号】 

    

質 疑 事 項 書 
 

福津市長 福井 崇郎 様 

（電話番号 0940-43-8298） 

（FAX 番号 0940-34-3881） 

申 請 者     

住   所      

商号又は名称     

代表者氏名              ㊞  

  

業務名 福津市第 11 期高齢者福祉計画・第 10 期介護保険事業計画策定支援業務 

質 疑 事 項 

  

 

※ 質問事項の頭には、項目ごとに番号（１，２，３…）を付けてください。 

※ 必要に応じて、ページを増やして記載してください。 

※ あらかじめ電話連絡の上、FAX を送信してください。 
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【様式第７号】 

年  月  日 

 

 

辞 退 届 
 

福津市長  福井 崇郎  様 

 

  

申 請 者     

住   所      

商号又は名称     

代表者氏名              ㊞ 

 

 

 

    年  月  日付で参加表明しました福津市第 11期高齢者福祉計画・第 10期介

護保険事業計画策定支援業務に係る公募型プロポーザルについて、都合により辞退しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請担当者役職・氏名     

連 絡 先     TEL        

FAX              

e-mail     

      ・連絡先は間違いのないよう記入してください。 

 

 


